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【
食
欲
の
秋
】冬
眠
に
備
え
て
ク
マ
が
活
発
に
活
動
す
る
時
期
で
す
の
で
、山
に
入
る
際
は
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

国
民
年
金
　ち
ょ
っ
と
増
や
せ
る

「
付
加
年
金
」を
ご
存
じ
で
す
か

国
民
年
金
付
加
年
金
制
度
と
は

将
来
受
け
取
る
年
金
を
少
し
で
も
増
や
し
た
い
と
い
う
方
の
た
め
の

制
度
で
す
。

月
々
の
国
民
年
金
保
険
料
に
4
0
0
円
上
乗
せ
し
て
納
め
る
こ
と
で
、

老
齢
基
礎
年
金
に「
年
額
2
0
0
円
×
付
加
年
金
保
険
料
納
付
月
数
」の

金
額
を
上
乗
せ
し
て
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

例
え
ば
、10
年
間
付
加
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
と
、合
計
4
8
、

0
0
0
円
の
負
担
に
な
り
ま
す
が
、
老
齢
基
礎
年
金
に
毎
年
2
4
、

0
0
0
円
上
乗
せ
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
物
価
の
上
下
に
対
応
し
た

「
物
価
ス
ラ
イ
ド
制
度
」（
増
額
や
減
額
）は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
老
齢
基
礎

年
金
と
い
っ
し
ょ
に
支
給
さ
れ
る
た
め
、
繰
上
げ
支
給
ま
た
は
繰
下
げ

支
給
を
し
た
と
き
に
は
、
本
体
の
老
齢
基
礎
年
金
と
同
じ
割
合
で
減
額

ま
た
は
増
額
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

加
入
で
き
る
方

・
自
営
業
者
な
ど
の
国
民
年
金
の
第
1
号
被
保
険
者
。

・
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
な
ど
の
国
民
年
金
の
任
意
加
入
者
。

　
※
た
だ
し
、
半
額
免
除
な
ど
の
一
部
免
除
を
含
め
、
保
険
料
を
免
除

さ
れ
て
い
る
方
・
国
民
年
金
基
金
に
加
入
中
の
方
は
加
入
で
き
ま
せ
ん
。

加
入
の
手
続
き

　
印
鑑
・
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も
の
を
持
参
の
う
え
役
場
保
険
課
、

又
は
年
金
事
務
所
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

納
付
方
法

付
加
保
険
料
は
申
し
込
ん
だ
月
分
か
ら
納
め
て
頂
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

納
付
書
に
よ
る
納
付
の
ほ
か
、
口
座
振
替（
前
納
に
よ
る
割
引
制
度
あ

り
）に
よ
る
納
付
方
法
が
あ
り
ま
す
。
付
加
保
険
料
の
納
付
期
限
は
当

該
月
の
翌
月
末
と
な
っ
て
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　保
険
課

　国
保
年
金
係

　☎
○56
9
1
3
4

　宇
都
宮
西
年
金
事
務
所

　☎
0
2
8（
6
2
2
）4
2
8
1

ヘ
ル
プ
カ
ー
ド

配
布
し
て
い
ま
す
。

　
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
は
、「
手

助
け
が
必
要
な
人
」と「
手

助
け
し
た
い
人
」を
つ
な

ぐ
カ
ー
ド
で
す
。

　
日
常
生
活
の
中
で
ち
ょ

っ
と
助
け
て
ほ
し
い
と
き

や
発
作
な
ど
の
緊
急
時
、

災
害
時
な
ど
で
手
助
け
が

必
要
な
こ
と
を
周
り
の
人

に
伝
え
る
た
め
、
上
三
川

町
で
は「
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
」

を
導
入
し
ま
し
た
。

　
上
三
川
町
で
は
、
役
場

福
祉
課
に
て
配
布
し
て
お

り
ま
す
。

▼
配
布
対
象
者
＝
障
が
い

者
手
帳
所
持
者（
身
体
障

が
い
、
知
的
障
が
い
、
精

神
障
が
い
）、
難
病
患
者
、

そ
の
他
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
を

必
要
と
す
る
人

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　福
祉
課

　福
祉
人
権
係

　☎
○56
9
1
2
8

在宅介護支援センターによる介護予防教室のご案内
　今日の元気を明日の元気に！！おおむね65歳以上の方を対象に介護予防教室を実施します。みんなで楽
しく活動しましょう。みなさまの参加をお待ちしています。

▶問い合わせ先＝保険課　高齢者支援係　☎○56 9102

日にち 時間 内容 場所 申し込み先
10月10日（水） 午前10時～

正午
楽しく体操 常光坊公民館 ふじやまの里

☎○56 095810月16日（火） 音楽・体操 中央公民館
10月24日（水）

午前9時30分～
午後0時30分 エプロン教室

中央公民館

10月26日（金） 明治コミュニティセンター
トータスホーム

☎○52 2220

10月30日（火） 坂上コミュニティセンター
ふじやまの里

☎○56 0958

11月5日（月）
午前10時～

正午

楽しく体操 きらきら館
友愛苑

☎○56 8885

11月8日（木） 輪投げ ゆうきが丘集会所
トータスホーム

☎○52 2220

11月8日（木） 午前9時30分～
午後0時30分 エプロン教室 上三川いきいきプラザ

ふじやまの里

☎○56 0958
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【
食
欲
の
秋
】栄
養
豊
富
な
食
事
と
十
分
な
睡
眠
で
、寒
暖
差
に
よ
る
秋
バ
テ
対
策
を
し
っ
か
り
し
ま
し
ょ
う
。

児
童
扶
養
手
当
制
度
に
つ
い
て

児
童
扶
養
手
当
と
は
？

　
父
母
の
離
婚
等
で
、
父
又
は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い

な
い
子
ど
も
が
育
成
さ
れ
る
家
庭（
ひ
と
り
親
家
庭
等
）の
生

活
の
安
定
と
自
立
の
促
進
に
寄
与
し
、
子
ど
も
の
福
祉
の
増

進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

手
当
額（
月
額
）は
？

　
受
給
資
格
者（
父
又
は
母
等
）が
監
護
・
養
育
す
る
子
ど
も

の
数
や
受
給
資
格
者
の
所
得
等
に
よ
り
決
め
ら
れ
ま
す
。

○
子
ど
も
1
人
の
場
合

　
全
部
支
給
：
4
2
、5
0
0
円

　
一
部
支
給
：
4
2
、4
9
0
円
～
1
0
、0
3
0
円
　

○
子
ど
も
2
人
の
場
合

　
全
部
支
給
：
5
2
、5
4
0
円

　
一
部
支
給
：
5
2
、5
2
0
円
～
1
5
、0
5
0
円

○
子
ど
も
3
人
目
以
降
の
加
算
額（
1
人
に
つ
き
）

　
全
部
支
給
：
6
、0
2
0
円

　
一
部
支
給
：
6
、0
1
0
円
～
3
、0
1
0
円

手
当
を
受
給
す
る
た
め
に
は
？

　
町
へ
の
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
支
給
要
件
に
該

当
す
る
方
は
、
福
祉
課
子
ど
も
・
子
育
て
係
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
手
当
は
、
申
請
し
た
日
の
翌
月
分
か
ら
支
給

開
始
と
な
り
ま
す
。

 

※
2
0
1
9
年
11
月
よ
り
、
支
払
い
回
数
が
年
3
回
か
ら

年
6
回
に
変
更
に
な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　福
祉
課

　子
ど
も
・
子
育
て
係

　☎
○56
9
1
3
0

平成31年度 4月保育施設入所の受付を開始します
▶入所申込受付期間＝10月1日（月）～11月30日（金）（土・日・祝日を除く）

▶入所申込受付時間＝午前8時30分～午後5時15分（正午～午後1時を除く）

▶受付場所＝福祉課　子ども・子育て係（庁舎1階）

▶提出書類＝支給認定申請書兼施設利用申込書、保育施設利用に関する確認票（同意書）、家庭状況等調査

票、保育施設利用者負担額口座振替依頼書、保育が必要な状況を証明する書類（勤務証明書等）、マイナ

ンバー確認書類（通知カード等の番号確認書類と、運転免許証等の身元確認書類）、母子手帳、印かん（認

印）、その他必要書類

▶保育施設入所基準＝下記の①～⑦のいずれかに該当する、保育が必要な家庭であることが条件となります。

①就労のため（1ヶ月当たり60時間以上就労していること）。

②妊娠中であるか、または出産後間もないため。（ただし、産休期間のみ）

③保護者の疾病、障がいのため。

④同居の親族又は長期入院等をしている親族を常時介護・看護するため。

⑤震災・風水害・火災その他の災害の復旧のため。

⑥求職活動を継続的に行っているため。

⑦就学のため（職業訓練校等における職業訓練を含む）。

▶保育時間＝保育の必要な理由や就労時間等により、利用可能な保育時間が区分されます。

Ａ「保育標準時間」利用・・・ フルタイム就労を想定した利用時間（最長11時間）月に120時間以上就労

等の場合

Ｂ「保育短時間」利用・・・ パートタイム就労を想定した利用時間（最長8時間）月に60時間以上120時間

未満就労の場合

　※通勤等でやむを得ない場合は、この限りではありません。

▶保育施設利用者負担額の決定方法＝ お子さんの認定区分、年齢、父母等の税額（町民税所得割額）をもと

に算定します。

▶入所の選定基準＝利用調整基準による合計点数が高い方から入所となります。

※申込順は選定基準に含まれませんが、必要書類に不備等がありますと受付できませんので、余裕をもっ

てお越しください。

▶問い合わせ先＝　福祉課　子ども・子育て係　☎○56 9130


